
 

○ 土地改良事業等請負工事積算基準等の運用について（平成 13年３月 22 日 12農振第 1686 号農村振興局整備部長通知）一部改正新旧対照表 正誤表 
（下線部は改正部分） 

正 誤 
  

 Ⅲ．土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準の運用事項 

 

第３ 運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費及び営繕費の積算方法 

１．［略］ 

 

２．共通仮設費率及び現場管理費率の補正 

 

 処分費等を含む場合の積算方法を示されたい。 

 

処分費等を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費、事業損失防止施設費、準備費に計上し、間接工事費等

の積算は、工事費下表のとおりとする。 

区   分 

処分費等が共通仮設費対象金額の３％

以下でかつ処分費等が３千万円以下の

場合 

処分費等が共通仮設費対象金額の３％を超え

る場合、または処分費等が３千万円を超える

場合 

共通仮設費 

現場管理費 

一般管理費

等 

処分費等は全額を率の対象とする。 

処分費等は共通仮設費対象金額の３％の金額

を率計算の対象とし、３％を超える金額は率

計算の対象としない。ただし、対象とする金

額は３千万円を上限とする。 

（注）１．表中の処分費等は事業損失防止施設費、準備費に含まれる処分費を含む。（準備費に含まれる処分費

は、伐開、除根等に伴うものである。） 

２．［略］  

 

３．積上げ計算による算定 

 運搬費の積み上げ計算方法について示されたい。 

 

１． ［略］ 

基本運賃料金表                  （単位：円／ｔ） 

製品長 

距離 12ｍ以内 12ｍ超～15ｍ以内 15ｍ超 

10 ㎞まで 

20  〃 

30  〃 

40  〃 

50  〃 

4,530 (4,210) 

4,690 (4,380) 

5,010 (4,710) 

5,340 (4,990) 

5,690 (5,340) 

4,970 (4,660) 

5,230 (4,950) 

5,570 (5,190) 

5,920 (5,570) 

6,320 (5,870) 

7,480 (6,450) 

7,950 (6,810) 

8,450 (7,180) 

8,940 (7,620) 

9,490 (8,020) 

60  〃 

70  〃 

80  〃 

90  〃 

100 〃 

6,050 (5,610) 

6,470 (6,060) 

6,820 (6,340) 

7,190 (6,750) 

7,610 (7,000) 

6,750 (6,270) 

7,180 (6,640) 

7,570 (7,050) 

8,000 (7,380) 

8,450 (7,770) 

10,000 (8,480) 

10,600 (8,950) 

11,100 (9,450) 

11,800 (9,910) 

12,400 (10,300) 

110  〃 

120  〃 

130  〃 

140  〃 

150 〃 

8,010 (7,460) 

8,350 (7,560) 

8,770 (8,170) 

9,160 (8,280) 

9,470 (8,660) 

8,880 (8,200) 

9,250 (8,450) 

9,700 (8,950) 

10,000 (9,250) 

10,400 (9,480) 

13,000 (10,900) 

13,600 (11,300) 

14,200 (11,900) 

14,800 (12,300) 

15,400 (12,700) 

  Ⅲ．土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準の運用事項 

 

第３ 運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費及び営繕費の積算方法 

１．［略］ 

 

２．共通仮設費率及び現場管理費率の補正 

 

 処分費等を含む場合の積算方法を示されたい。 

 

処分費等を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費、事業損失防止施設費、準備費に計上し、間接工事費等の

積算は、工事費下表のとおりとする。 

区   分 

処分費等が共通仮設費対象金額の３％

以下でかつ処分費等が３千万円以下の

場合 

処分費等が共通仮設費対象金額の３％を超え

る場合、または処分費等が３千万円を超える

場合 

共通仮設費 

現場管理費 

一般管理費

等 

処分費等は全額を率の対象とする。 

処分費等は共通仮設費対象金額の３％の金額

を率計算の対象とし、３％を超える金額は率

計算の対象としない。ただし、対象とする金

額は３千万円を上限とする。 

（注）１．表中の処分費等は準備費に含まれる処分費を含む。（準備費に含まれる処分費は、伐開、除根等に伴う

ものである。） 

２．［略］  

 

３．積上げ計算による算定 

 運搬費の積み上げ計算方法について示されたい。 

 

１． ［略］ 

基本運賃料金表                  （単位：円／ｔ） 

製品長 

距離 12ｍ以内 12ｍ超～15ｍ以内 15ｍ超 

10 ㎞まで 

20  〃 

30  〃 

40  〃 

50  〃 

4,530 (4,210) 

4,690 (4,380) 

5,010 (4,710) 

5,340 (4,990) 

5,690 (5,340) 

4,970 (4,660) 

5,230 (4,950) 

5,570 (5,190) 

5,920 (5,570) 

6,320 (5,870) 

7,480 (6,450) 

7,950 (6,810) 

8,450 (7,180) 

8,940 (7,620) 

9,490 (8,020) 

60  〃 

70  〃 

80  〃 

90  〃 

100 〃 

6,060 (5,610) 

6,470 (6,060) 

6,820 (6,340) 

7,190 (6,750) 

7,610 (7,000) 

6,750 (6,270) 

7,180 (6,640) 

7,570 (7,060) 

8,000 (7,380) 

8,450 (7,770) 

10,000 (8,480) 

10,600 (8,950) 

11,100 (9,450) 

11,800 (9,910) 

12,400 (10,300) 

110  〃 

120  〃 

130  〃 

140  〃 

150 〃 

8,010 (7,460) 

8,350 (7,560) 

8,770 (8,170) 

9,160 (8,280) 

9,470 (8,660) 

8,880 (8,200) 

9,250 (8,450) 

9,700 (8,950) 

10,000 (9,250) 

10,400 (9,480) 

13,000 (10,900) 

13,600 (11,300) 

14,200 (11,900) 

14,800 (12,300) 

15,400 (12,700) 

 



 

160  〃 

170 〃 

180 〃 

190 〃 

200 〃 

9,870 (8,860) 

10,200 (9,270) 

10,500 (9,340) 

10,900 (9,780) 

11,400 (10,000) 

10,800 (9,850) 

11,200 (10,100) 

11,600 (10,400) 

12,100 (10,700) 

12,600 (11,000) 

15,900 (13,100) 

16,600 (13,700) 

17,100 (14,000) 

17,900 (14,600) 

18,600 (15,000) 

200 ㎞を超え 20

㎞までを増すご

とに 

780 (665) 925 (764) 1,330 (1,050) 

注）１～３． ［略］ 

 

 

Ⅴ．土地改良事業等請負工事機械経費算定基準の運用事項 

 

（用語の定義）～（機械損料の算定） [略] 

 

（機械損料の積算） 

損料算定表に記載のない機械はどのように算定したらよいか。 

次表を参考に算定されたい。 

 

損料算定表（一般機械） 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160  〃 

170 〃 

180 〃 

190 〃 

200 〃 

9,870 (8,860) 

10,200 (9,270) 

10,500 (9,340) 

10,900 (9,780) 

11,400 (10,000) 

10,800 (9,850) 

11,200 (10,100) 

11,600 (10,400) 

12,100 (10,700) 

12,600 (11,000) 

15,900 (13,100) 

16,600 (13,700) 

17,100 (14,000) 

17,900 (14,600) 

18,600 (15,000) 

200 ㎞を超え 20

㎞までを増すご

とに 

780 (665) 925 (764) 1,330 (1,050) 

注）１～３． ［略］ 

 

 

Ⅴ．土地改良事業等請負工事機械経費算定基準の運用事項 

 

（用語の定義）～（機械損料の算定） [略] 

 

（機械損料の積算） 

損料算定表に記載のない機械はどのように算定したらよいか。 

次表を参考に算定されたい。 

 

損料算定表（一般機械） 

  
 

規　　　　　　格 (1) (2) 年 間 標 準 (6) (7)

(3) (4) (5)

機関 機械 基礎 標準 運転 運転 供用 維持 年間

諸　　　　　　元 出力 質量 価格 使用 時間 日数 日数 修理 管理

年数 費率 費率

kW (t) (千円） (年) (時間) (日) (日) (％) (％)

【せん孔機械及びトンネル工事用機械】

自由断面トンネル掘削機

［略］

　

【試験測定機器】

コア採取器（コアボーリングマシン）

穿孔径5～15cm 穿孔深50cm 2.9 0.17 345 5.0 － 70 90 70 10

穿孔径10～25cm 穿孔深50cm 4.8 0.18 560 5.0 － 70 90 70 10

【その他機器】

高圧洗浄機［工事用・ガソリンエンジン駆動］

吐出量35～70L/min、圧力30MPa 20 0.4 3,590 11.0 － 110 150 125 8

吐出量35～70L/min、圧力50MPa 37 1.0 7,240 11.0 － 110 150 125 8

吐出量35～70L/min、圧力80MPa 96 4.1 19,100 11.0 － 110 150 125 8

吐出量35～70L/min、圧力100MPa 165 3.9 23,100 11.0 － 110 150 125 8

【運搬機械】

不整地運搬車

［略］

【ｸﾚｰﾝその他の荷役機械】

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

［略］

分類

コード

規　　　　　　格 (1) (2) 年 間 標 準 (6) (7)

(3) (4) (5)

機関 機械 基礎 標準 運転 運転 供用 維持 年間

諸　　　　　　元 出力 質量 価格 使用 時間 日数 日数 修理 管理

年数 費率 費率

kW (t) (千円） (年) (時間) (日) (日) (％) (％)

【せん孔機械及びトンネル工事用機械】

自由断面トンネル掘削機

［略］

　

【試験測定機器】

コア採取器（コアボーリングマシン）

穿孔径5～15cm 穿孔深50cm 2.9 0.12 336 5.0 － 70 90 70 10

穿孔径10～25cm 穿孔深50cm 4.8 0.13 530 5.0 － 70 90 70 10

【その他機器】

高圧洗浄機［工事用・ガソリンエンジン駆動］

吐出量35～70L/min、圧力30MPa 20 0.4 3,980 11.0 － 110 150 125 8

吐出量35～70L/min、圧力50MPa 37 1.0 8,170 11.0 － 110 150 125 8

吐出量35～70L/min、圧力80MPa 96 4.1 19,100 11.0 － 110 150 125 8

吐出量35～70L/min、圧力100MPa 165 3.9 23,100 11.0 － 110 150 125 8

【運搬機械】

不整地運搬車

［略］

【ｸﾚｰﾝその他の荷役機械】

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

［略］

分類

コード



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

      

 

運転１時間当たり 参　　　　　　　　考

運転１時間当たり換算値 供用１日当たり換算値

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

損料率 損　料 損料率 損 料 損料率 損　料 損料率 損 料 摘　　要

(％) (×10
-6
) (円) (×10

-6
) (円) (×10

-6
) (円) (×10

-6
) (円)

［略］

［略］

7 (日) 3,329 (日) 1,120 2,144 720 (日) 6,086 (日) 2,040 4,733 1,590

7 (日) 3,329 (日) 1,760 2,144 1,140 (日) 6,086 (日) 3,230 4,733 2,510

7 (日) 1,417 (日) 5,640 815 3,240 (日) 2,529 (日) 10,100 1,855 7,380

7 (日) 1,417 (日) 11,600 815 6,660 (日) 2,529 (日) 20,700 1,855 15,200

7 (日) 1,417 (日) 27,100 815 15,600 (日) 2,529 (日) 48,300 1,855 35,400

7 (日) 1,417 (日) 32,700 815 18,800 (日) 2,529 (日) 58,400 1,855 42,900

［略］

［略］

ｴﾝｼﾞﾝを含み、ﾋﾞｯﾄ、ｺｱ

ﾁｭｰﾌﾞ、ｱﾀﾞﾌﾟﾀは含まな

い｡

ﾉｽﾞﾙ、高圧ﾎｰｽ、ｴﾝｼﾞﾝ

を含む

残

存

率

供用１日当たり 運転１時間当たり 参　　　　　　　　考

運転１時間当たり換算値 供用１日当たり換算値

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

損料率 損　料 損料率 損 料 損料率 損　料 損料率 損 料 摘　　要

(％) (×10
-6
) (円) (×10

-6
) (円) (×10

-6
) (円) (×10

-6
) (円)

［略］

［略］

7 (日) 3,329 (日) 1,150 2,144 740 (日) 6,086 (日) 2,100 4,733 1,630

7 (日) 3,329 (日) 1,860 2,144 1,200 (日) 6,086 (日) 3,410 4,733 2,650

7 (日) 1,417 (日) 5,090 815 2,930 (日) 2,529 (日) 9,080 1,855 6,660

7 (日) 1,417 (日) 10,300 815 5,900 (日) 2,529 (日) 18,300 1,855 13,400

7 (日) 1,417 (日) 27,100 815 15,600 (日) 2,529 (日) 48,300 1,855 35,400

7 (日) 1,417 (日) 32,700 815 18,800 (日) 2,529 (日) 58,400 1,855 42,900

［略］

［略］

ｴﾝｼﾞﾝを含み、ﾋﾞｯﾄ、ｺｱ

ﾁｭｰﾌﾞ、ｱﾀﾞﾌﾟﾀは含まな

い｡

ﾉｽﾞﾙ、高圧ﾎｰｽ、ｴﾝｼﾞﾝ

を含む

残

存

率

供用１日当たり
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